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化学物質に関する管理状況報告書

	事業の種類
	

	事業場の名称
	

	所在地
	
電話　　　（　　　）

	労働者数
	人
	内化学物質
取扱い作業従事者
	人



該当する項目に☑をつけて報告してください。
１　化学物質を含む製品の製造又は取扱いをしていますか。
※　ここでの「化学物質」とは、労働安全衛生法に基づくリスクアセスメント実施の義務対象物質（リスクアセスメント対象物）をいいます。(以下の項目も同じ)
※　取扱いには、作業で使用する原材料・製品（業務用の既製品を含む）に化学物質が含有している場合も含まれます。
	☐
	製造している
	☐
	取扱っている

	☐
	化学物質が含まれているか確認していない
	☐
	製造及び取扱いはいずれもしていない



・化学物質の製造又は取扱いを行っていない場合は、以下の回答は不要です。
・化学物質が含まれているか確認していない場合は安全データシート（SDS）等を確認し、
回答してください。
・未実施等の事項がある場合は改善に取り組んでください。

２　製造又は取扱いを行う化学物質の危険性・有害性を安全データシート（SDS）等で確認していますか。
	☐
	確認している
	☐
	一部について確認している

	☐
	確認していない
	☐
	わからない



３　化学物質に関するリスクアセスメントについて
（１）リスクアセスメントを実施していますか。（安衛法第57条の３）
	☐
	対象となる化学物質の全てで実施している
	☐
	化学物質を新規に製造又は取り扱うとき、変更するとき、作業方法等を変更するときのみ実施している

	☐
	実施していない
	
	




（２）衛生委員会等でばく露低減措置等についての調査審議を行っていますか。
　　（安衛則第22条、23条の２）
	☐
	実施している
	☐
	実施していない



（３）リスクアセスメントの実施結果に基づき、労働者が化学物質にばく露される程度を最小限とする措置を実施していますか。（安衛則第577条の２）
※　リスクアセスメント対象物以外の化学物質についても労働者がばく露される程度を最小限にするように努めなければなりません（安衛則第577条の３）。
	☐
	実施している
	☐
	実施していない



（４）ばく露低減措置の状況、作業労働者のばく露状況等について労働者の意見を聞く機会を
設け、これらの記録を作成し、保存していますか。（安衛則第577条の２第11項）
※　記録は１年を超えない期間ごとに１回、定期に作成し、３年間（がん原性物質は30年間）保存することが必要です。
	☐
	すべて行っている
	☐
	低減措置は行っているが、記録及び保存は行っていない

	☐
	記録及び保存は行っているが、労働者
の意見は聞いていない
	☐
	いずれも行っていない



３　化学物質管理者を選任し、管理を行わせていますか。（安衛則第12条の５）
	☐
	選任している
	☐
	選任していない



４　保護具着用管理責任者を選任し、管理を行わせていますか。（安衛則第12条の６）
	☐
	選任している
	☐
	選任していない

	☐
	リスクアセスメントの結果、保護具は
必要としないので、選任はしていない
	☐
	選任が必要な業務はない



５　雇入れや作業を変更するときに、化学物質に関する安全衛生教育を行っていますか。
　（安衛則第35条）
	☐
	行っている
	☐
	新規雇入れや作業の変更がないので行っていない

	☐
	対象者はいるが行っていない
	
	



６　作業で取り扱う化学物質に関し、安全データシート（SDS）等で通知された物質の名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意事項など必要な事項を作業場に掲示するなどにより労働者に周知していますか。（安衛法第101条第４項）
	☐
	掲示により周知している
	☐
	デジタル媒体により周知している

	☐
	周知していない
	
	



＊「安衛法」は労働安全衛生法、「安衛則」は労働安全衛生規則の略です。
